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エッコロ事務局 ０７２‐６４１‐５８１１（FAX 共） 

受付曜日・時間 
不在の場合は留守番電話に組合員コードと名前を入れてください。 

又は FAX でご用件をお送りください。折り返し連絡させていただきます。 

エッコロ共済のお問合せ、給付の申請はエッコロ事務局までご連絡ください 

 

 

保存版 

♡♡ 組合員どうしの のしくみ ♡♡たすけあい 

エッコロンは可愛いうさぎ？ 

逆にしてみると、差し伸べる手が 

図案化されています。 

困った時に手を差し伸べて、 

たすけ合うという思いが 

こめられています。 

あなたのお名前  組合員コード         

ブロック名 支部名 地区名 

 
生活クラブ生活協同組合大阪 

申請時に必要なので記入しておきましょう 

生活クラブ生協大阪 
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メッセージ 

➊ 

目的は、地域の中で人と人とのつながりをひろげること 

急速に少子高齢化社会へ向かっている日本、私たちのまわりも例外ではありません。 

家族のあり方も変わってきました。たいそうなことではないけど、ちょっとしたことを 

話し合える・頼み合える関係を作ることがいかに難しい社会になったことかと驚くば 

かりです。 

 

私たちは、共同購入を通して社会にある問題を解決してきました。このエッコロ共済も 

『一人ひとりが少しずつお金と労力を出し合い、組合員のいざという時を支え合おうよ。 

地域の人たちとつながっていこうよ』とその仕組みを社会に提案しています。 

  

生活クラブ生協大阪では、安心して暮らせる地域づくりをめざしています。これからも 

それを目標に皆で活動をすすめていきましょう。 

「エッコロ」とは、イタリア語で「はい、どうぞ」という意味。 

エッコロ共済は、「ちょっとお願い」「はい、どうぞ」という 

お互い様の関係でたすけ合う生活クラブ生協大阪独自のシステム

です。 

みなさんの毎月 100円の掛け金は、 

① 活動保障 

② 暮らしのたすけあい 

③ 助成金 

これらの 3つの柱で、たすけあいの仕組み作りと地域福祉の 

取り組みに充てられています。 

「困ったときはお互いさま」「ありがとう」をバトンにして、 

たすけあいのつながりをひろげていきましょう。 

つなげよう！たすけあいのバトン 
ひろげよう！たすけあいのしくみ 
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❷ エッコロ共済で使う言葉 

● 加入者       エッコロ共済に加入している組合員 

● 共済事由      エッコロ共済の制度内で保障される事柄 

● 組合員活動の定義  生協の加入をすすめる活動、各種委員会・集会、イベント、共同購入品の

授受など。利用の現場から生協活動の参加までの領域が対象です。組合員

に同行している家族と留守番している小学２年生までが含まれます。 

● 活動保障      組合員活動を支援するための保障。組合員活動中に起きた事故を制度内 

の可能な範囲で保障します。 

● 消費材       生活クラブでは消費者が使う立場から開発したものを「消費材」（しょう 

ひざい）と呼び、商品（商いの対象）とは区別しています。 

● 配達便       配達時に配達担当者に提出すること。支所までの提出手段。 

● 暮らしのたすけあい 日常生活の中でちょっと困った時に利用できる保障です。加入者どうしで 

たすけあう「日常的なたすけあい」と連携する福祉団体を利用できる 

「暮らしのサポート」の２通りあります。 

● ケア        日常生活を円滑にするための支援を指します。医療資格を必要とする看護 

や介護を含みません。 

● ケア者       ケア依頼を受けてお手伝いをする人。共済加入者であれば誰でもなれま 

す。日常的なたすけあいでは、組合員自身が探して依頼します。 

● ケア金       「困った時はお互いさま」の気持ちで、加入者みんなからお礼として   

ケア者に支払われる給付金です。 

● 助成金        地域で人と人をつなぐ関係づくりやたすけあいの活動に運営費などの費用 

  を助成します。 

● 行事保険       生活クラブ生協大阪が掛け金を負担して、組合員が安心して主催者として 

の企画活動や諸活動に参加できるように「行事保険」に入っています。 

行事保険は、企画や行事に参加した組合員や組合員以外の人が偶然の事故 

によりケガをした場合の保障や対人対物の賠償責任を負った場合の損害を 

補償する制度です。見舞金や賠償保険金が支払われます。 

● エッコロ委員会    生活クラブ生協大阪の「Ｃ」（ケア）を担当する専門委員会。 

             事由審査や申請書の確認などエッコロ共済の自律的で円滑な運営を担って 

います。 
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∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ケア者保険について ∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

安心してエッコロ共済のケアをしあえるように、ケア中に事故が発生した場合に備えて 

「ケア者保険」制度があります。ケア者が出かけてから帰宅するまでの間を保障します。 

エッコロ共済すべてのケアについて「ケア者保険」が適用されます。 

事由が発生した場合は直ちにエッコロ事務局へ連絡してください。（☎ 072-641-5811） 

●ケア者が活動中に事故にあった場合の保障 

死亡・後遺障害 300万円 

入院日額    3,000 円（180 日限度） 

通院日額    2,000 円（90 日限度） 

●ケア者が活動中の事故により、対人・対物の損害賠償責任を生じた場合の保障 

身体賠償 1 事故期間中 1 億円 

対物賠償 1 事故期間中 1 億円 

※ 提供した飲食物等に起因する法律上の賠償責任も対象です。 

※ ケアに自動車が使われた場合の自動車事故は対象になりません。 

※  福祉団体のケアはケア者保険の対象ではありません。 

❸ エッコロ共済のケアについて 

◆ 「ケア」って何？ 

組合員の間の「ちょっとお願い」「はい、どうぞ」という「お互いさまのたすけあい」を基本と

した日常的な範囲でのお手伝いをいいます。 

 

◆ ケア金とは 

困った時はお互いさまの気持ちで、日常的なたすけあいに加入者みんなからのお礼として支払

われるものです。個人のお礼金ではありません。 

また、家事や託児などの労働の対価として支払われるものでもありません。  

 

◆ ケアのルール 

共済加入者であれば、誰でも、いつでもケア者になれます。加入者は誰もがたすける人であり、

たすけられる人です。お互いが気持ちよくケアをしたり、受けたりするためにちょっとのルール

を心にとめておきましょう。 

◇ ケアを受ける時の注意点 

・ケアをしてくれる人への感謝の気持ちを忘れずに。 

お互いの立場を思い合ってたすけあいを進めましょう。 

    ・ケアを頼むときは、相手にケアの内容を伝え、きちんと 

了解をとりましょう。 

◇ ケアをする時の注意点 

・ケアを受ける人の立場を思いやり、尊重し、やさしい心 

で接しましょう。 

・プライバシーを守りましょう。 

・無理せず、自分ができることを引き受けましょう。 

. 
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◇ 加入手続き 

エッコロ共済申請書の加入に〇をつけて配達担当者に 

提出してください。 

◇ 効力開始    申請書が受理された日からです。 

◇ 掛け金 

月 100 円です。共同購入代金と一緒に請求されます。 

◇ 給付金  共同購入代金と相殺されます。 

但し、消費材の利用がない場合は支給されません。 

◇ 共済の保障期間（契約期間） 

３月 21 日より翌年の３月 20 日まで。 

中途加入は申し込みを受けたその日から。              

◇ 解約・更新・失効 

解約は毎年２月末までに配達担当者へ申し出てください。 

申し出がない場合、自動更新されます。 

共同購入代金が未納の場合は効力が失われます。 

◇ 時効 

事由発生から１年が過ぎると給付金は支払われません。 

 

 

エッコロ共済申請書は配達担当者や 

地区の委員、またはエッコロ事務局に

請求してください。 

 

❹ エッコロ共済の決まりごと 

   4月分請求書 

12週      ○○○○ 

13週     〇○○○○ 

14週     〇○○○○ 

15週      ○○○○ 

出資積立金   ○○○○ 

ハグくみ    ○○○○ 

4月エッコロ金  100 

 

❺ 掛け金 100 円の内訳 

私たちの掛け金 100円はどのように使われているのでしょうか？ 

202５年度の予算を例にして、円グラフで表してみました。 

活動保障や暮らしのたすけあいの給付、助成金は実績を基に予算化しますが、 

年度により変動があります。 

事務局経費 6円

活動保障（22円）

託児システム 14円

その他の活動保障 8円

暮らしのたすけあい（12円）

日常的なたすけあい 4円

暮らしのサポート 8円

助成金（37円）

福祉団体への委託費・助成金 19円

子育てひろば 4円

居場所づくり 13円

その他 1円

学習会開催等 5円

予備 3円

エッコロ掛け金配分（2025年度エッコロ事業予算案に基づき作成）
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 保 障 制 度 頁 

 
 

 
 

 
 

 
        

活
動
保
障 

配達当日の消費材の破損・汚損・盗難 Ｐ. 9 

活動中の加入者および同居家族の事故（ケガ通院・入院） Ｐ.10 

活動中の加入者および同居家族の対人・対物事故 Ｐ.11 

活動費・運営費の盗難 Ｐ.12 

活動に伴う託児費用 Ｐ.13 

委員活動、理事活動に伴う延長保育費用 Ｐ.14 

委員活動、理事活動に伴うケアを必要とする家族のケア費用 Ｐ.15 

お祝い制度 Ｐ.1６ 

健康診断補助 Ｐ.1７ 

暮
ら
し
の 

た
す
け
あ
い 

日常的な 

たすけあい 

生活支援・子どもの預かり Ｐ.1８ 

共同購入のサポート Ｐ.１９ 

暮らしのサポート（福祉団体を利用する場合） Ｐ.２０ 

  

助
成
金 

エッコロサークルの運営費、エッコロ講座講師料、 

リーディングサービス（CD の給付など） 
Ｐ.2２ 

子育てひろばの運営費、居場所の運営費 Ｐ.2３ 

福祉団体への助成金 Ｐ.2４～Ｐ.2５ 

❻ エッコロ共済制度の一覧 

５ 



                          

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ.14 延長保育（委員対象） 

Ｐ.15 ケアが必要な家族のケア費用 

（委員対象） 

 

Ｐ.１3 託児システム 

活動保障 

 

 

 

❼ イラストで見る制度の内容 

 

 

Ｐ.12 活動費・運営費の盗難 

Ｐ.11 対人・対物事故の賠償責任 

Ｐ.10 不慮の事故による通院・入院 

Ｐ.9 消費材の破損・汚損 

Ｐ.1７ 健康診断 

Ｐ.1６ お祝い制度 
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Ｐ.１９ 共同購入の 
サポート 

 暮らしのたすけあい 

 

助成金 

運営・活動の 

 

Ｐ.2２ エッコロサークル 

 エッコロ講座 

Ｐ.2４～2５ 

福祉団体 

 

Ｐ.2２ リーディングサービス 

Ｐ.2０ 暮らしのサポート 

 

 

Ｐ.1８ 生活支援 子どもの預かり 

 

Ｐ.2３ 居場所 

生活と自治 

Ｐ.2３ 子育てひろば 
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❽ 申請のしかた 

 １． 発生した事由に応じた申請用紙を準備 

します。 

 

 ≪入手方法は３つ≫ 

A) 配達担当者に請求してエッコロ事務局

から取り寄せる。 

B) エッコロ事務局に電話して取り寄せる。 

C) 生活クラブ生協大阪のホームページか

らダウンロードし、自宅で印刷する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 申請用紙に記入して、エッコロ事務局へ

提出します。領収書など申請に必要な書

類があれば、添付してください。 

事由が発生したら、できるだけ速やかに

申請してください。 

詳細はそれぞれの制度のページを参考

にしてください。 

 

≪提出方法は 2 つ≫ 

A) 配達便で提出する。（封筒に入れて） 

宛先は茨木本部 エッコロ事務局まで 

B) FAX で送る。 

エッコロ事務局（072-641-5811） 

 

３． 申請内容が審査されたのちに給付金が

支払われます。 

給付金を受け取るのは、申請した加入者

またはケア者です。 

給付金は共同購入代金と相殺されます。 

 

※消費材の利用がない場合は相殺できず支給 

されません。 

例えばこんな場合は・・ 

 ケア者 

 

依頼者（申請者） 

 

具合が悪くなって病院に行く間、知り合いの

組合員に子どもを預かってもらった 

 

検討が必要な場合は 

エッコロ委員会が審査 

または 

請求書 

 

 

-600 

 

ＯＫ 

申請はできるだけ速やかに。 

ケアを受けてから 

２か月以内にお願いします。 

ケア金はケア者に支払われます。 

共同購入代金と相殺です。 

請求書にマイナスで表示されます。 

FAXで送る 

（072-641-5811） 

 

 

 

配達担当者に渡す 

生活クラブ生協大阪のホームページ 

 

エッコロ共済 生活クラブ大阪× 検索 

制度を選んで 

{申請書〇－●}を

クリック 

８ 



 

 

【 申請用紙の記入例 】 

 

  

【 制度 】  

配達当日の共同購入品の破損・汚損・盗難 

【 保障内容 】 

配達現場での消費材の破損・汚損・盗難で生じた被害実額（税込）

を保障         年度内で５万円を限度 

【 補足 】 【 添付する書類 】 

・動物による被害は申請できる。 

・分け合い中または配達場所で起きた場合、及び他者の物を運搬中に 

起きた場合も保障の範囲とする。 

・配達場所から自宅の戸口までに起きた事由を保障範囲とする。 

 特になし 

【 事例 】 

・1 階の配達場所から階上の 

自宅に運ぶ途中で消費材を

落としてしまった。 

❾ 活動保障  

 

申請書⑨―１ 

申請書⑨―１ 

 

配達担当者のサインを 

もらってください。 

９ 



 

 

 【申請用紙の記入例 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 制度 】  

活動中に加入者及び同居する家族が不慮の事故により 

入院・通院したとき 

【 保障内容 】 

本人および同居する家族が活動中の不慮の事故で負傷、負傷入院した

ときの治療を保障 

・入院の場合 入院見舞金１万円と治療費 ４万円を限度 

・通院だけの場合 治療費実費を保障 ４万円を限度       

【 補足 】 【 添付する書類 】 

・本人の居住する住宅内での事故は除く。 

 ただし、留守番の低学年児童(小学２年生まで)は保障の範囲とする。 

・補聴器・メガネ・コンタクトレンズの修理費も治療の範囲に含む。 

・重大な事由（死亡・後遺障害等）が発生した場合は生協の行事保険 

を適用する。 

 医療機関の治療費領収書 

【 事例 】 

・ブロック会議に出席して階

段で足をひねり通院した。 

・親子企画に参加した時に子

どもが骨折して入院した。 

❾ 活動保障 申請書⑨―2 

申請書⑨―2 

 

治療費領収書のコピー

を忘れずに。 

企画主催者の署名捺印を 

もらってください。 

申請書⑨―２ 

 

１０ 



 

【 申請用紙の記入例 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 制度 】   

活動中に加入者及び同居家族の責任で対人対物事故に

より賠償責任が生じたとき 

【 保障内容 】 

加入者及び同居家族の責任で活動中に対人および対物の事故で

賠償責任が生じたときの治療費及び修理費を保障 

５万円を限度 

【 補足 】 【 添付する書類 】 

・事由発生後速やかに（１週間以内）生協に連絡が必要。 

・対人の場合、相手は未加入者、非組合員でも可 

・5 万円の上限を超える対人対物賠償は生協の行事保険を 

適用する。 

医療機関の治療費領収書・ 

修理費領収書 

【 事例 】 

・活動の帰りに自転車が子どもと 

接触してケガをさせてしまった。 

・料理講習会に参加して、施設の 

 お皿を割ってしまった。 
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❾ 活動保障

 

企画主催者の署名捺印を 

もらってください。 

申請書⑨―3 

申請書⑨―3 

 

領収書の添付を 

忘れずに。 



 

【 申請用紙の記入例 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 制度 】   

活動費・運営費の盗難 

【 保障内容 】 

活動費・運営費の盗難により生じた被害実額を保障   

10 万円を限度 

【 補足 】 【 添付する書類 】 

・地区行事での消費材販売での盗難は対象外 

・申請用紙に警察の盗難受理番号を記入して提出する。 

 特になし 

【 事例 】 

・帰宅途中に活動費が入ったバッグ

を盗られた。(ひったくり他) 

❾ 活動保障

 

申請書⑨―4 

警察署への届出が 

必要です。 

地区代表の署名捺印を 

もらってください。 

申請書⑨―4 
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【 申請用紙の記入例 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 制度 】    

活動に伴う託児費用の保障 

【 保障内容 】 

活動に伴う託児に関わる費用を保障 

・託児システムにかかる費用 

（スタッフの活動費と交通費・会場費） 

・託児システム負担金 100 円（午後までかかる場合は 200 円） 

【 添付する書類 】 

・託児活動費請求書兼領収書 

・託児室代領収書 【 補足 】 

・託児システムでは企画主催者が「託児名簿・報告書兼エッコロ申

請書」を託児リーダーに FAX 送付し、企画後速やかに領収書を

添えて、エッコロ事務局へ提出する。 

・組合員活動中の託児は、託児システムや延長保育制度の利用を

原則とする。 

・個別託児の利用は加入者本人が申請する。 

【 事例 】 

・地区企画の講習会に託児の申 

し込みがあり、託児システム 

を活用した。 

１３ 

申請書は個人情報保護の観点から 

①、②+③、④の 3 つの領収書を添えて封筒に入れ、

エッコロ事務局宛てに提出してください。 

託児システムの申請は 

企画主催者です。 

❾ 活動保障

加入者の託児依頼では、 

託児システム負担金 100 円を 

エッコロ共済が保障します。 

 

 

 



領収書が添付できない 

場合は園の署名・捺印

をもらってください。 

 

【 申請用紙の記入例 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 制度 】   

委員活動、理事活動に伴う延長保育費の保障 

【 保障内容 】 

委員を対象とする保障  委員活動、理事活動を支えるため幼稚

園・保育園での延長保育費用を保障 

【 補足 】 【 添付する書類 】 

・延長保育費は領収書の金額とする。 

・延長保育の利用は加入者本人が申請する。 

※委員、理事としての役割を持って参加する活動を対象とします。 

延長保育領収書 

【 事例 】 

・委員会が午後までかかるの

で、延長保育を申請した。 

❾ 活動保障

 

活動に参加する理事・委

員が対象です。任意参加

は対象としません。 

主催者（申請者以外）

の署名・捺印を 

忘れずに。 

申請書⑨―５ 

 

 

申請書⑨―５ 
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【 申請用紙の記入例 】 

 

                                

【 制度 】   

 委員活動、理事活動に伴う介護・見守り等のケアを必要とす 

る家族のケア費用に関する保障 

【 保障内容 】 

委員を対象とする保証 

委員活動、理事活動を支えるためにケアを必要とする家族がサービス団体 

を利用した際の費用の一部を保護 

・食費とケア者交通費に関係する金額をのぞき、年度１０万円を限度。 

 複数回の申請も可 

・利用内容を審査の上、給付金額を決定（請求金額より減額されることが 

あります。） 

【 添付する書類 】 

利用明細が記入された 

領収書（コピー可） 

【 補足 】 【 事例 】 

・家族が同居でなくても、加入者が日常的に介護・見守り等を行っている 

 場合は保障の対象となる。 

≪サービス利用団体について≫ 

・連携する福祉団体の利用を原則とする。 

・日頃利用している他団体がある場合や公共のサポートなどを利用する場

合は、理事会で審査の上、保障対象とするかを判断する。 

・理事会研修に参加する

為に近くに住む親の見

守りをお願いした。 

・地区会議に参加するた

め、親をミニデイに預

けた。 
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申請書⑨―6 

申請書⑨―6 

 

❾ 活動保障

 

 領収書・利用明細の 

コピーを忘れずに。 

日頃から介護をして

いる家族であれば、 

同居に限りません。 

活動に参加する理事・委員

が対象です。任意参加は 

対象としません。 

 

主催者（申請者以外）

の署名・捺印を 

忘れずに。 



共済加入者に対する出産

祝いのため、多胎の場合で

もお祝いは 1 セットにな

ります。 

    

【 申請用紙の記入例 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 制度 】   

     

 

お祝い制度（出産祝い・小学校入学祝い・節目祝い） 

【 保障内容 】 

※加入者へのお祝い 

・出産祝い 消費材 2,000 円相当を給付 

・入学祝い 2,000 円を給付 

・節目祝い 2,000 円を給付 
【 添付する書類 】 

【 補足 】  特になし 

① 出産祝いは生協加入後、加入者本人または配偶者が出産したとき 

（加入者が申請用紙で申請する） 

② 入学祝いは加入者の子どもが小学校へ入学したとき 

（４月にエッコロ委員会から一斉配布される案内チラシで申し込む） 

③ 節目祝いは加入者本人が還暦（60 歳）を迎える年 

（９月にエッコロ委員会から一斉配布される案内チラシで申し込む） 

※ ② ③ については、締め切り後は受理しない。 

【 事例 】 

・里帰り出産後、帰宅して直ぐに

出産祝いの申請をした。 

・60 歳を迎えたので、その年の

9 月下旬に配布されたチラシ

で申し込んだ。 

・4月に配布されたチラシで入学

祝を申請した。 

❾ 活動保障

 

出産祝いとして、2,000 円 

相当の消費材が配達便で届

きます。 

申請書⑨―７ 

申請書⑨―７ 
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【 申請用紙の記入例 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

【 制度 】   

 健康診断に伴う保障 

【 保障内容 】 

加入者が日頃より健康に気をつけて、地域で元気に活躍できるように 

健康診断の自己負担金に対する補助  

・500 円 

・自己負担が 500 円に満たない検診は実額補助 

・申請は 1年度 1世帯 1 回まで。 

・保障の対象は加入者本人または配偶者 

【 添付する書類 】 

成人検診の受診券と医療機関

の領収書(領収書がない場合

は検査報告)のコピー 
【 補足 】 

【検診内容】 

・成人検診・ガン検診・人間ドックを対象とする。 

・自己負担がないものは対象外 

・歯科検診は含まない。 

【 事例 】 

・自己負担 300 円のがん検診

を申請して、300 円の補助

を受けた。 

❾ 活動保障    

 

補助金は消費材の共同

購入代金と相殺です。 

検診の窓口で支払った 

金額を記入してください。 

領収書または検査報告書

のコピーを忘れずに。 

申請書⑨―8 

申請書⑨―8 

 

 

１７ 



 

【 申請用紙の記入例 】  

 

【 制度 】   

日常的なたすけあい       ～ 生活支援 ～ 

（お互いさまのたすけあい制度） ～ 子どもの預かり ～ 

【 保障内容 】 

加入者が日常生活で困った時のケアに対する保障 

・ケア者に 1 回 600 円のケア金給付 年度内利用 20 回 12,000 円を限度 

・利用範囲は加入者と同居家族とする。 

日常的なたすけあい・暮らしのサポートの利用合わせて 24,000 円を限度 【 添付する書類 】 

【 補足 】 特になし 

・ケアは困ったときのお手伝いであり、業者に依頼するようなサービス提供ではありません。 

・ケア者は加入者自身が探す。    ・ケア者はエッコロ共済加入者であること。 

・申請は事由発生から原則 2 か月以内  ・別所帯の加入者同士であれば、家族間のケアも含まれる。 

 ※子どもの預かりは小学６年生まで 

【 事例 】 

・近くに住む実母に帰省中の庭木の水やりをお願いした。 

・妊娠中で体調が悪い時に幼稚園の送迎をお願いした。 

・体調不良のため、親の通院の付き添いをお願いした。 

・小学校の参観、懇談会に出席するために下の子どもを預かってもらった。 

・妊娠中で体調が悪い時に子どもを預かってもらった。 

❿ 暮らしのたすけあい
 

依頼者・ケア者ともに 

エッコロ共済加入者です。 

 

別所帯であれば、家族間 

のたすけあいも対象とし

ます。 

 

ケアを受けることができる

のは加入者とその同居家族

です。 

 

申請はお早めに。 

2か月以内にお願いします 

申請書⑩―1 

申請書⑩―1 
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【 申請用紙の記入例 】 

 

 

  

【 制度 】   

     日常的なたすけあい ～共同購入のサポート（消費材配達時のサポート）～ 

（お互いさまのたすけあい制度） ※2022 年度に一部改定 

【 保障内容 】 

加入者の消費材の預かり・注文書の提出など配達時のサポートをするケアに対する保障 

ケア者に以下のケア金を給付  

⑴ 単発のサポート 

・消費材の配達翌日以降までの預かり 1 回 300 円のケア金給付 

・注文書の提出（配達前日までに依頼）1 回 100 円のケア金給付 

 ※妊娠、骨折などの場合は単発のサポートが使用できます。 

⑵ 定期的なサポート（消費材の受け取り、注文書の記入・提出が身体的に困難な加入者が 

定期的にサポートをお願いする。） 

【添付する書類】 

特になし 

・消費材の受け取りお届けに関するサポート（家の中までのサポートも含む） １回 300 円のケア金給付 

・注文書の記入・提出  １回 100 円のケア金給付 

※⑵は年度（3/21〜翌年 3/20）ごとに登録し、登録時に申請者、ケア者連名の署名が必要。 

申請は 1 ヶ月ごとにし、ケア者は変更可。ケア金給付は 1 ヶ月上限 1,000 円とする。 

※⑴、⑵共に年度内利用 12,000 円を限度  

日常的なたすけあい・暮らしのサポートの利用合わせて 24,000 円を限度 

【 補足 】 

・ケア者は加入者自身が探す。 ・ケア者はエッコロ共済加入者であること。  ・大型グループの利用は対象外。 

・申請は事由発生から原則 2 か月以内 ・登録はエッコロ委員会の承認を受けてから、提出日にさかのぼって対象とする。 

【 事例 】 

・単発のサポート：旅行中で不在のため、配達された消費材を翌日まで預かってもらい、注文書も提出してもらった 

・単発のサポート：高齢の家族の介助で手が離せず、受け取りをお願いし、翌日まで預かってもらった。 

・定期的なサポート：注文書の文字が見えづらいので、注文の内容を相談しながら記入してもらった。 

・定期的なサポート：歩行が困難でヘルパーの支援を受けているが、配送時にヘルパー不在のため消費材を預かり届けても

らった。 

・定期的なサポート：個配で届いた消費材を運ぶことが身体的に困難なので玄関から冷蔵庫まで運んで入れてもらった 
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❿ 暮らしのたすけあい
 

申請書⑩-２ 

依頼者・ケア者ともに 

エッコロ共済加入者です。 

申請はお早めに。 

2 か月以内にお願いします。 

定期的なサポートについては 

1 ヶ月の給付金額は上限 1,000 円です。

1,000 円を超える申請があっても 

給付金額は 1,000 円となります。 

申請書⑩-２ 



 

【 エッコロカードの記入例 】 

 

  

【 制度 】   

暮らしのサポート（福祉団体を利用する場合） 

※ 利用の方法はＰ.23で紹介 

【 保障内容 】 

連携する福祉団体を利用する場合に費用の一部を補てんする生活支援・

子育て支援・高齢者支援 

・入会金 

・利用 1 時間につき 600 円の補てん   

年度内利用 40 時間 24,000 円を限度 

福祉団体と依頼内容をよく相談の上、利用してください。 

【 添付する書類 】 

利用後にエッコロカードを

福祉団体に提出 

【 補足 】 

暮らしのサポートの利用には、エッコロカードを使用します。 

・生活支援 

加入者本人の産前産後（各６週間まで） 

病気・けが・入院時の援助 

介護保険を外れる高齢者の援助 

・子育て支援（対象は小学校 6 年生まで） 

送迎（塾・習い事は含まない） 

自宅での託児 

病児保育…熱もなく、容態が安定している場合のみ可能 

双子でも年度内利用時間は 40 時間まで 

・高齢者支援 

６５歳以上のエッコロ共済加入者への支援（家事・送迎・付き添い・見守り） 

【 事例 】 

・骨折して自由が利かないため、掃除をお願いした。 

・病気療養の時に子どもの面倒をみてもらった。 

・病院の送迎と付き添いをお願いした。 

２０ 

⓫ 暮らしのたすけあい
 

利用後に記入して 

福祉団体の 

スタッフに渡して

ください。 

 

エッコロカードは

年度ごとの発行。 

利用回数は控えで 

確認してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⓬暮らしのサポート福祉団体を利用するには・・ 

暮らしのサポートを利用するにはエッコロカード

が必要です。 

 

１. エッコロカードをエッコロ事務局に申し込んで

ください。 

 

２. あなたの居住する地域の福祉団体へ電話を入れ

てください。 

各団体の紹介ページ(Ｐ.26～27)で確認してく

ださい。 

依頼内容を福祉団体とよく相談してください。 

 

香里ブロック 

大阪高齢者生活協同組合 

ほっとステーション御殿山 

℡072-898-0501 

門真ブロック Ｗ．co あひるポート 

℡070-1779-8399 平野ブロック 

千里ブロック NPO 法人ほほえみケア 

℡080-8346-5363 茨木ブロック 

豊能ブロック 

高齢者サポート  

みのおステーション 

℡072-786-9042 

 

３. ケアを受けた後、エッコロカードに必要事項を

記入して、福祉団体へ渡してください。 

 

 

４. 福祉団体からエッコロ事務局にエッコロカード

が提出されます。 

 

 

５. 必要事項を審査のうえ共同購入代金と相殺 

します。 

・ エッコロカード１枚 １時間 

補てん金 600円となります 

・ 提出の際はカード枚数に充分気をつけて 

ください。 

 

 

 

 

 
例えばこんな場合は・・ 

出産して退院後に初めて暮らしのサポート

を利用した。 

  

エッコロ事務局に 

エッコロカードを 

申し込む 

福祉団体によっては、

コーディネーターが 

訪問して、依頼内容を

スタッフ、サポーター

ワーカーにつなぐ。 

エッコロカード 

福祉団体に依頼

内容を相談する。 

 

家事をサポート 

エッコロカードを 

エッコロ事務局に提出 

 

加入者の入会金は

エッコロ共済より

負担するので免除

されます。 

 

 

・利用料金 or 

チケット 

・記入済みの 

エッコロカード 

  

  

エッコロ事務局 

エッコロカード枚数×600 円を

エッコロ共済より補てんします。

共同購入代金と相殺です。 

配達便で届く 
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エッコロサークル 

エッコロ講座の講師は私たちと同じ組合員。 

健康・食・子育て・福祉などをテーマに、エッコロ講座は組合員同士で「教える場」 

「学べる場」として開催されています。 

講座に集い、学ぶことで暮らしをより良くし、お互いさまのたすけあいの輪を拡げていくことが目的です。                                                                                 

 ・親子で茶道教室  

 ・耳つぼ体験  

 ・アロマ教室   

 ・生ゴミからの堆肥作り   などの講座があります。 

講師料、講師交通費、会場費※、託児費用を助成しています。 

※エッコロサークルで開催する場合は会場費を助成します。 

エッコロ共済の掛け金は、組合員の活動保障やケア金の給付以外にさまざまな地域福祉の活動に活用

されています。生活クラブ生協大阪の福祉政策に沿って必要な活動へ予算化し、助成しています。 

 

リーディングサービス 

リーディングサービスは、視覚障がいのある方や高齢になって小さな文字が読みづらくなった方に、

「生活と自治」を音訳した CD を毎月、自宅にお届けするサービスです。リーディングサービスの利

用者は、CD を聞くことで「生活と自治」の情報を受け取ることができます。利用者にＣＤの給付と

音訳ボランティアへの支援をしています。 

 

 

エッコロ講座 

エッコロサークルは、エッコロ共済に加入している組合員の自主サークルです。 

食、子育て、女性、介護、環境など、同じテーマに関心を持った仲間で活動します。 

運営費を年間 5,000 円まで（実費）助成しています。 

・メンバーは 3 人からスタートできます。 

・エッコロ講座をエッコロサークルで開催できます。 

・年度末に活動報告を提出します。 

エッコロサークルで組合員同士の交流を深めていきましょう♪ 

 

登録申請についてはエッコロ事務局にお問い合わせください。 

 

現在、このようなエッコロサークルが活動しています。 

   ・消費材のこと、環境問題、介護の話などで情報交換をしています。 

   ・いろいろな手芸品を作り楽しんでいます。 

   ・エッコロ講座を開催し、仲間同士で楽しく学んでいます。    〔活動報告より〕 

⓭ 助成金
 

～ 助成する活動 ～ 
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ひろば名 日時 場 所 

ひらひら 毎月第 1、3 木曜日 

10 時～12 時 

枚方市岡本町会館 

京阪枚方市駅 徒歩 3 分 

毎月第４木曜日 

10 時～12 時 

居場所よりみち 

京阪バス「香里ヶ丘十丁目」下車すぐ 

クレードル 毎月第 3 月曜日 

10 時半～12 時半 

玉櫛コミュニティセンター2階会議室4 

阪急、モノレール南茨木駅 徒歩 1２分 

ぽらん*ぽらん 毎月第 4 木曜日 

10 時～12 時 

レンタルスペース「すみれ家」 

JR 摂津富田駅徒歩 1 分阪急富田駅徒歩

5 分 

 

 

 

子育てひろば 

⓭ 助成金
 

居場所 

～ 助成する活動 ～ 

 

子育て中の親子が遊んだ

り、おしゃべりしたり、自

由に過ごしながら、地域

でつながる場です。 

子ども、親、子育てひろば

サポーターがともに育ち

合う「とも育ち」をめざし

て、子育て支援の活動を

しています。 

会場費や研修費など運営

費用を助成しています。 

 

 

 

 

 

 

居場所よりみちは、 

地域の誰もが気軽に立ち寄って、 

自分を生かしながら過ごせるくつろぎの場所です。 

子どもから大人まで多世代が交流し、つながり、助け合える、 

暮らしやすい地域づくりをめざしています。 

所在地 枚方市香里ヶ丘９－９－１ D47－S02 

     （京阪バス「香里ヶ丘十丁目」下車すぐ） 

開所日 月・水・第２＆４金午後・第３土半日(2025年12月現在) 

時 間 10 時～17 時(昼休み 13 時～13 時半) 

利用料 大人 100 円、中学生以下無料 

 

＊エッコロ共済掛金より運営費の一部（家賃・光熱費など）を助成しています    
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⓮ 助成金
 

～ 連携する福祉団体 ～ Ｐ２１参照 

香里ブロック 

担当 

 

 

暮らしのサポートでエッコロ共済のケア対応をしている福祉団体は地域でたすけあいの輪を拡 

げ、福祉を実践しています。また、生活クラブ共済ハグくみのケアサービスにも対応しています。 

エッコロ共済の適用範囲を超えたサービスについてもご相談ください。 

 

エッコロ共済の適用範囲を超えたサービスについてもご相談ください。 

 

デイサービスで太鼓の披露 

 

〒573- 1183 枚方市渚南町 26- 5- 201 

☎ ０７２－８９８－０５０1 ＦＡＸ ０７２－８９８－０５０２ 

ほっとステーション御殿山 （月～金 祝日除く） 

 

私たちは、１９９７年に「大阪高齢者協同組合」として設立し、２０００年に消費生活協同組合法人

の認可を受けました。①福祉 ②仕事 ③生きがい の３つを柱として活動をしています。 

福祉では、介護保険制度の訪問介護・通所介護・居宅介護支援・生活援助訪問（生活支援員養

成研修も委託）・地域包括支援センター（枚方市からの委託）などを行っています。また、障害者総

合支援では、居宅介護・同行援護・重度訪問介護・移動支援など。また、生協の組合員グループで

介護予防の拠点事業として、街かどデイハウスを、御殿山と高田で行っています。また、２０２０年

度から、枚方市の「生き生きマイレージ」事務局の委託事業が始まり、ボランティア養成、現任者の 

研修、ボランティアと施設とのマッチング事業も始まりました。

「元気な高齢者はもっと元気に」「寝たきりにならない、しない」

「ひとりぼっちの高齢者をなくそう」「支えられる存在から社会を

支える存在に」をスローガンに事業・活動を行っています。 

大阪高齢者生活協同組合（あんしんサポートおたすけ隊） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

⓮ 助成金
 

～ 連携する福祉団体 ～ 

               千里・茨木ブロック担当 

    豊能ブロック担当 

高齢者サポートみのおステーション 

‰ Ϟ χ ꜛ σ ʺ ṓπ◓ằχ ΥπΦσΜ ʺκϡμρΰθ₉ϤέρϬ︣ μοϜϣΠϦω Τ

ϥ˜ʻζϭσ ᶨЂЪ˔ЕΥ Ϧωρꜛ χ Ђ˔РІϬ κ Ϋο 15 ϬὝΠϘβʻ 

Ⱳ ЩжрГϰϯӡχ ᴣπχІЌ˔Еʻ ᴣ ψ πʺὊ χⱧϞЂЪ˔ЕԌχ ἕʾӾ

Ϭ―ΠϥρʺԁⱲψⱧỘχὋ ψ ˁρΜΞⱲṍϜΚϤϘΰθʻ ᶨϼжУχϵАЀкẶↄẸ τ╥

ᴥήδοΜθιΜθʺ ὮχẸ Ỳψ τΚϤΥθΜ πΰθʻζχῇᵒῐ ᾑⱧỘϬІЌ˔Еήδʺ

ⱧỘϬӗ ήδϥάρπ χṐᵓϬ ϞΰʺὫᴮЂ˔РІχὋ τνσΥμθρ◘μοΜϘβʻ 

ӽπ ϣΰ ΪθΜρΜΞ τᴂΠοΜΨθϛτʺζχ ϣΰΜ Φ τṄϤ ΜʺϘθ σϣπ

ψχЂ˔РІϜ Ṩ ằΰοΜΨʻάϦΤϣ׃ˑ χ ΜЂ˔РІτσμοΜΦϘβʻ 

˓ᾕṓπΚϦω ϥάρψԁ ʻ ΜⱲḧπϜ σ τψṝ σⱲḧʻ ΰοΨιήΜʻ 

˓ ∙Ӿ ̠ⱢᶊϬ︡ϤθΜ τψ „ χԁ  ʻכ◦

˓ⱧỘϬ ᵫβϥάρπʺ Υ׃ ⌠Ϥχ Ὂ ρσϥ̰Σ ᵓʾᾆ ʾ χᵓ ꜛ σ πʻ 

˓ ϬΰσΜʺ χ ϬּסϤϥάρτḈϦϥ̰Ђ˔РІ τνσΥϥʻ 

˓ⱧỘ ●χ ὀρẸ Ϭ Ψ̰ ϭσ Ϭ ΰ›Πϥʻ 

₈ῇϜӗ ʾӗ χЂ˔РІϬ ᵫΰοΜΪϥϢΞ ΰοΜΦϘβʻ 

‰ ╦ʺ  ЂЪ˔ЕϙχΣІГ˔Єдрיּ ІЌАТԁ  

〒562-0015 箕面市稲 5 丁目 10-2-102 

 072-786-9042 

 
NPO法人 ほほえみケア 

 〒569-0854 高槻市西町 18-22 

携帯１： 080-8346-5363 

携帯２： 080-1496-0374 

ẛ ╦ Ẹχ ›Ԍ ●χ χ¬ Ϊ›Μᶨ ºχ Τϣ2009 м˔ϸ˔ЇϕϕΠϙϾϯχᵓρΰ

ο ʻ ᶊϬ︡ βϥάρπⱧỘχ ϬᶈΫ Μבֿ̋ Ϝᾦό₅ϜΞρ 2016 11Ὦτ NPO ϕ

ϕΠϙϾϯϬ ʻ 

∕ πᵒῐΥ σ‰ ζχיּ Ϭכ◦ ρβϥ ˑ    

τ ΰο ӽτ₢ίΰʺᵓԌΥⱱοϥṪ Ϟ Ϭ ṉ 

ΰσΥϣʺ ᶨ τϩθϤ ˑσ◦כϬ“μοΜϘβʻ 

ᶨ ϵзϯψʺ ◕Ƌ ◕Ƌ ◕Ƌ‰ ◕Ƌ ◕ʻ 

ԁ τᶨ ΰοΨϦϥ ḧϜ Ⱳ πβ͇ 

          

 

 

 お困りのことがあれば  

お気軽にご相談ください 
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⓯ 生活クラブ生活協同組合大阪 エッコロ共済規約 

 

第１条 （目的）生活クラブ生活協同組合大阪エッコ

ロ共済（以下、エッコロ共済という）は、生

活クラブ生活協同組合大阪（以下、生協とい

う）の組合員が地域における相互扶助の機能

を高めるために、たすけあいのしくみをつく

り、第２条に掲げる活動内容を行うことを目

的とします。 

第２条 （活動内容）生協は、加入者から掛金を受け

取り、契約期間中に発生した以下の事由に対

して保障を行うものとします。 

１．組合員活動保障 

  （１） 配達当日の共同購入品の破損、汚損、盗難 

（２）  活動中に加入者及び同居家族が不慮の事 

故により入院・通院したとき 

（３）  活動中に加入者及び同居家族の責任で対 

人対物事故により賠償責任が生じたとき 

（４）  活動費、運営費の盗難 

（５）  活動に伴う託児費用の保障 

（６）  活動に伴う延長保育費の保障 

（７）  活動に伴う介護・見守り等のケアを必要 

とする家族のケア費用に関する保障 

（８）  出産祝い・小学校入学祝い・節目祝い 

（９） 健康診断に伴う保障 

(１０) ケア者保険（ケア者本人に対する対人対 

物賠償、傷害保険）  

２．暮らしのたすけあい 

暮らしの中のたすけあいは、地域の福祉組織 

と連携する暮らしのサポートと日常のたすけ 

あい（お互いさまのたすけあい）の２本立て 

とします。 

利用者は、加入者と同居家族とします。 

  （１）暮らしのサポート 

     専門性とケア体制をもった地域の福祉組織 

による支援です。 

     サポートの内容、条件等については第１９

条に基づき、生協と地域の福祉組織が結ぶ

委託契約によって定めます。 

  （２）日常的なたすけあい 

 

    依頼者がケア者を探す日常的な範囲でのたす 

    けあいです。 

      ケア者の条件は、別に定める細則によります。 

３．エッコロサークル、エッコロ講座 

    地域での人と人の交流を図ることを目的とし 

ます。内容、条件、運用方法については別に 

理事会で定めます。 

４．子育て支援事業 

    子育てひろばの立ち上げと会場代等の運営に 

    かかる費用の補てん 

  ５．リーディングサービス 

     視覚障がいを持つ方、見えづらい方を対象に 

    した読み上げを行う活動に対する保障 

  （１）リーディングサービス CD の給付 

  （２）リーディングサービス音訳協力者への給付 

  ６． 理事会において、エッコロ共済の目的に沿い、 

エッコロ共済を広げるための活動として個別 

に認められた活動に関わる費用の補てん 

  ７．エッコロ共済助成金 

     生協で行われるたすけあい活動をはじめとし

た地域福祉の活性化のために行われる活動に

活用します。 

    運用については別に定める規定に基づいて行

うこととします。 

第３条 （掛金）掛金１００円を第２条に定める事業

に充当します。 

第４条 （エッコロ共済の管理・運営）エッコロ共済

の自律的かつ円滑な運営をエッコロ委員会

が担います。 

第５条 （議決事項）エッコロ委員会は、生協の総代

会、理事会の決定に基づき次の事項を議決し

ます。 

（１） エッコロ共済事由発生の処理に関する事

項 

（２） エッコロ共済制度内容の検討に関する事

項 

（３） エッコロ共済事業案の策定に関する事項 

（４） その他エッコロ共済運営上必要とされる

事項 
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第６条 （加入者の範囲）加入者とは加入者本人とし、

加入者になることができるものは消費材の

購入をしている生協の組合員とします。 

第７条 （加入手続き）生協に申請し、生協の受理を

もってします。 

第８条 （掛金及び払い込み方法）掛金は月額１００

円とし、生協の指定する日までに生協に払い

込むものとします。 

２．掛金の払い込み方法は、別に定める細則によ 

    ります。 

第９条 （効力の開始）効力の開始は、申し込みが受

理された日よりとします。 

第１０条 （給付金の受取人）給付金の受取人は、加入

者本人及びケア者とします。 

第１１条 （契約期間）契約期間は３月２１日より翌年

３月２０日までとし、期間中の中途における

解約はできないものとします。 

２．解約方法は別に定める細則によります。 

第１２条 （契約の変更）加入者は契約の成立後、次の

変更が生じたときは遅滞なく生協に届ける

ものとします。 

（１）加入者の氏名の変更 

（２）加入者の住所の変更 

第１３条 （契約の消滅）加入者が生協を脱退した時、

または死亡した時消滅します。 

第１４条 （事由発生の報告）加入者またはその家族は

事由が発生したときは、速やかに事由発生状

況を生協に報告し、所定の手続きをとるもの

とします。 

第１５条 （給付金の支払い請求）給付金の受取人は事

由が発生したときは、速やかに支払い請求書

と細則に定める添付資料を提出し、給付金の

支払いを請求するものとします。 

 

 

 

 

 

第１６条 （給付金の支払い）給付金は事由内容を規約

及び細則にそって行い、検討が必要な場合は

エッコロ委員会が審査し、生協が支払うもの

とします。 

第１７条 （時効）給付金の受取人が給付金の請求手続

きを事由発生から１年怠ったとき、生協は給

付金の支払いの義務を免れます。 

第１８条 （調整）給付金の支払いに関し、生協と受取

人の間に疑義が生じた時はエッコロ委員会

において調整するものとします。 

第１９条 （業務委託）生協はエッコロ共済活動を行う

ため、他団体に活動業務を委託することがで

きるものとします。 

第２０条 （個人情報保護）エッコロ共済に関わる生協

が取得する個人情報は生協が定める個人情

報の保護に関する規則に沿って適正に取り

扱うものとします。 

第２１条（細則）生協はこの規約に定めるもののほか、

エッコロ共済活動の手続き、その他の業務の

執行に必要な事項は、別に定める細則に基づ

いて活動するものとします。 

第２２条（附則）この規約は、２００９年９月２１日 

から施行するものとします。 

２．この規約の改廃は、総代会において行うもの 

とします。 

３．この規約は２０１５年６月８日に改正されま 

した。 

４．この規約は２０１７年６月５日に改正され、 

２０１７年７月２１日から施行されました。 

５．この規約は２０１８年６月１１日に改正され、 

２０１８年７月２１日から施行されました。 

６．この規約は２０２０年６月１５日に改正され、

２０２０年７月２１日から施行さました。 

  ７．この改定規約は２０２５年７月２１日から 

施行されるものとします。 
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⓰ 生活クラブ生活協同組合大阪 エッコロ共済細則

 
第１条 （総則）エッコロ共済規約（以下 規約という） 

第２０条に基づき、制度の執行に必要な事項 

はこの定めによるものとします。 

第２条 （家族の定義）規約に規定する「家族」とは同 

居する親・子・配偶者・祖父母・孫と別居の親・

子・配偶者とします。 

第３条 （不慮の事故の定義）規約に規定する「不慮の 

事故」とは、急激かつ偶然な外因による事故を

いい外因による事故の範囲は以下のとおりと

します。 

（１） 交通事故 不慮の中毒 不慮の墜落 

（２） 天災 火災及び火焔による不慮の事故  

（３） 不慮の溺没  

（４） 不慮の打撲 

（５） その他エッコロ委員会が特に認めたもの 

第４条 （入院の定義）規約に規定する「入院」とは、 

医師の診断により治療が必要であり、かつ自宅 

での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、 

継続して常に医師の管理下において治療に専 

念することが必要である時とします。 

２．病院とは、医師法に定める病院又は診療所と 

します。但し、柔道整復師法に定める施術所 

等は、病院に準ずるものとします。 

３．加入者が入院後病院を変更し、別の病院へ移 

動した場合は継続して入院したものとします。 

４．同一病気、同一事故に起因する入院は、入退 

院を繰り返しても１事由とします。 

第５条（契約期間をまたがる事由の取扱い）事由が期 

間をまたがって継続した場合、その事由は前 

年の契約期間に通算するものとします。 

第６条（組合員活動の定義）規約に規定する「組合員 

活動」とは、組合員拡大活動、各種資料及びチ

ラシ配布、組合員の各種委員会・集会、イベン

ト、共同購入品の授受及び集金・支払い活動な 

どとし、組合員に同行している家族も含みます。 

 

また、留守番をしている小学校低学年児童（小 

学２年生まで）を含みます。 

第７条 （掛金の払い込み方法）規約第８条の掛金の払 

い込み方法は、毎月度の共同購入代金の支払 

いと同一の方法で払い込むものとします。 

第８条 （解約方法）規約第１１条の２で規定する解約 

方法は、所定の脱退届けを翌年の２月末までに 

提出することとします。 

２．脱退を申し出ない場合は、契約はさらに１年 

   間継続するものとします。 

第９条 （保障内容）規約第２条に規定する「契約期間 

       中に発生した各事由に対する保障内容」及び規

約第１５条に規定する「支払い請求に必要な提

出書類」は、別に作成する『エッコロ共済ガイ

ドブック』のとおりとします。 

第１０条（ケア及びケア者の定義）「ケア」とは、日常 

生活を円滑にするために支援することをいい、 

ケア者とはそれを行う者をいいます。医療資格 

を必要とする看護や介護を含めないものとし 

ます。日常的なたすけあいを行うケア者は、エ 

ッコロ加入者とします。 

２．ケアの運用については、別に作成する『エッ

コロ共済ガイドブック』をもって行うことと

します。 

第１１条（雑則）この細則に定めるものの他、制度の 

執行に必要な事項は理事会の議決を経て行う 

ものとします。 

第１２条（附則）この細則は、２００９年９月２１日 

から施行するものとします。 

２．この細則の改廃は、生協の理事会において行 

うものとします。 

３．この細則は２０１５年に改正されました。 

４．この改正細則は、２０１７年３月２１日から 

施行するものとします。 

  

２８ 



⓱ 助成金運営管理規定 

 
第１条 （目的）助成金は、生活クラブ生活協同組合

大阪で行われるたすけあい活動を優先的に支

援するとともに、その他、団体が行う福祉に

関わる活動を経済的に支援するしくみとして 

エッコロ共済の中に設置する。 

第２条  （運営）助成金の運営はエッコロ委員会が担 

うものとする。 

第３条 （委員会の検討事項）運営にあたるエッコロ 

委員会は、下記の事項を検討し、理事会に

提案することとする。 

① 助成金の運営スケジュール 

② 各年度の助成金予算概要 

③ 募集要項内容および募集方法 

④  審査会の構成および審査方法 

第４条 （審査会）審査会は適正な助成を図るために

エッコロ委員会の下に設置する。その構成メ

ンバーは、エッコロ委員会メンバーに加え

て、常任理事および理事若干名で構成する。 

第５条 （監査）事業の適正な運営を監査するため

に、監事がこれにあたる。 

第６条 （事業）事業年度は毎年３月２１日に始ま

り、翌年３月２０日に終了する 

第７条 （事業計画および収支予算）事業計画お 

収支予算書類はエッコロ委員会が作成し理

事会に提案することとする。 

第８条 （事業報告および収支決算）事業報告および 

収支決算書類はエッコロ委員会が作成し、監 

事の意見を付して、理事会に提案することと 

する。 

第９条 （助成金事業広報義務）助成を受けた対象者 

は、助成金によって行われる事業であること 

を組合員に知らせるとともに、該当する事業 

年度終了の結果報告についても同様に行うも 

のとする。 

第１０条（規定の改廃）この規定の改廃が必要になっ 

た場合は、理事会の議決を経て行うものとす 

る。 

第１１条（雑則）この規定に定めるものの他、必要な 

事項については理事会の議決による。 

第１２条（附則）この規定は、２００９年９月２１日 

から施行する。 

   ２．この規定は２０１５年に改正された。 

   ３．この改正規定は、２０１７年３月２１日か 

     ら施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
２９ 



 

 

 

さまざまな社会不安の中にあっても、生活クラブは誰でもどこでも安心して暮らせるしくみづくり

に取り組んでいます。「生活クラブの福祉・たすけあい 8 原則」はそのしくみづくりの指針です。 
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ệ. שּ Ӹ שּ  

あらゆる人が､心おだやかに楽しく過ごせる

居場所づくり･役割づくりをすすめます。 

 

ể.  

一人ひとりがちがいを認めあいながら､ 

対等につながり､よろこびを分かち合える社

会をめざします。 

 

ễ.  

子育て､介護、社会的孤立を地域全体の課題と

考え､お互いにたすけあう参加型のしくみを

つくります。 

Ễ.  

生まれた時から最期の一日まで､誰もがその

人らしく安心して暮らせる地域をつくりま

す。 

 

Ỉ.  

子どもが笑顔で暮らせるように､地域全体で､

子ども支援･親支援に取り組みます。 

 

Ệ. ךּצּקּ טּ ךּ︡  

生活と仕事が調和し、社会を豊かにする多様

な働き方･働く場をつくります。 

 

ỉ.  

介護する人･受ける人がどちらも､安心して

毎日を過ごせるようサポートします。 

Ị.  

貧困と孤立を見過ごさず､寄り添い､伴走する

ことで自立を後押しします。 

 生活クラブの福祉・たすけあい 8 原則 


